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議案第２２号  

 

 

 

   飛騨市障がい児通所支援施設条例の一部を改正する条例について  

 

 

 

飛騨市障がい児通所支援施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

 

 

 

令和５年２月２８日提出  

 

 

飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

 

提案理由  

 障がい児通所支援を行うための教室の設置形態及び事業内容を整理するための改

正 
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飛驒市障がい児通所支援施設条例の一部を改正する条例 

 

 

 

飛驒市障がい児通所支援施設条例（平成18年飛驒市条例第55号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 

 

 第２条を次のように改める。 

（名称及び位置） 

第２条 教室の主たる事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

飛驒市古川やまびこ教室 飛驒市古川町若宮二丁目１番60号 

２ 教室の従たる事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

飛驒市神岡ことばの教室 飛驒市神岡町殿1155番地５ 

 

 第４条第２項中「法第６条の２の２第４項の規定による放課後等デイサービス及

び」を削る。 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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飛騨市障がい児通所支援施設条例新旧対照表           （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条 略 第１条 略 

（名称及び所在地） （名称及び位置） 

第２条 教室の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

教室の名称 所在地 

飛騨市古川やまびこ教室 飛騨市古川町若宮二丁目１番60号 

飛騨市神岡ことばの教室 飛騨市神岡町殿1155番地５ 
 

第２条 教室の主たる事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

飛騨市古川やまびこ教室 飛騨市古川町若宮二丁目１番60号 

２ 教室の従たる事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

飛騨市神岡ことばの教室 飛騨市神岡町殿1155番地５ 
 

第３条 略 第３条 略 

（事業内容） （事業内容） 

第４条 教室は、法第６条の２の２第２項の規定による児童発達支援

を行う。 

第４条 教室は、法第６条の２の２第２項の規定による児童発達支援

を行う。 

２ 飛騨市古川やまびこ教室は、前項に規定する事業のほか、法第６

条の２の２第４項の規定による放課後等デイサービス及び法第６条

の２の２第６項の規定による保育所等訪問支援を行う。 

２ 飛騨市古川やまびこ教室は、前項に規定する事業のほか、   

                          法第６条

の２の２第６項の規定による保育所等訪問支援を行う。 

以下 略 以下 略 



 

１資 料１ 

4 

条例関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市障がい児通所支援施設条例の一部を改正する条例について 

担 当 部 市民福祉部 

提 案 理 由 障がい児通所支援を行うための教室の設置形態及び事業内容を整理

するための改正 

制 定 改 廃 

の 根 拠 等 

市独自の改正 

条 例 の 

概 要 

【改正の趣旨及び内容】 

⑴ 教室の設置形態の整理 

一体的な職員配置により効率的な運用を図ることを目的として、教

室の設置形態を主たる事業所（飛騨市古川やまびこ教室）及び従たる

事業所（飛騨市神岡ことばの教室）として整理するため、所要の改正

を行うもの。 

（第２条関係） 

⑵ 飛騨市古川やまびこ教室の事業内容の整理 

飛騨市古川やまびこ教室では、令和元年５月１日から放課後等デイ

サービスの事業を開始し、作業療法士による身体の使い方や読み書き

の課題に対する支援を行ってきた。令和５年度からは同療法士の学校

訪問事業を開始し、学校という生活現場でのより効果的な支援を行う

こと、また、未就学児を対象とする児童発達支援に注力していく体制

とする予定であることから、当該条例から放課後等デイサービスの提

供を規定する箇所を削るもの。 

（第４条第２項関係） 

市 民 へ の 

影 響 等 

⑴ 教室の設置形態整理に伴う利用者への影響はない。 

⑵ 飛騨市古川やまびこ教室の放課後等デイサービス利用児童は８人

（令和５年２月１日現在）であるが、令和５年３月末までに卒業又は

保育所等訪問支援へ移行可能であり、影響はない。 

施 行 日 令和５年４月１日 

備 考  

 


